
☆***********************************************************************☆ 

 

         ニッセイメール配信サービス（メルマガ） 

                 

    【メルマガ内容】 

 

        厚年基金（〇）  ＤＢ基金（ ）  ＤＢ規約（ ） 

        ＤＣ  （ ）  会計基準（ ）  その他 （○） 

 

        【タイトル】第１４回社会保障審議会年金部会／ 

          被用者保険の適用範囲の見直し・在職老齢年金制度の見直し 

 

☆***********************************************************************☆ 

 

 

平素より当社社業につき格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

厚生労働省は２０１９年１１月１３日、第１４回社会保障審議会年金部会を 

開催しました。 

 

詳細は、以下の厚生労働省ＨＰをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212815_00017.html 

 

【議事】 

 

 事務局から、以下のような整理が示されました。 

  

 （１）被用者保険の適用事業所の範囲の見直し 

 

   ・法人事業所については、業種や従業員規模にかかわらず強制適用事業所と 

    される一方で、個人事業所の場合、強制適用事業所の範囲は法定された１６ 

    の業種のいずれかに該当し、常時５人以上の従業員を使用するものに限られ 

    ている。当該１６の適用業種については、昭和２８年（１９５３年）改正 

    以来変更がない。 

   

  



 ・非適用業種のうち、法律・会計に係る行政手続等を扱う業種（いわゆる 

    「士業」）については、被用者保険適用に係る事務処理能力が期待できる上、 

    個人事業所の割合が高く、非適用となっている被用者が多いことなどから、 

    適用業種とすることを検討。具体的には、弁護士・司法書士・行政書士・ 

    土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・公証人・ 

    海事代理士を適用業種とすることを検討。 

     

 （２）在職老齢年金制度の見直し 

    

   ・高齢期の就労拡大に対応し、 

    ①就労期間の長期化や繰下げ制度の活用を通じて老後生活の経済基盤を充実 

     できるようにする 

    ②高齢期の多様な就労に対してできるだけ中立的な仕組みとする 

    などの観点から、在職老齢年金制度を見直す。 

   ・６５歳以上の在職老齢年金制度（高在老）について、今後の高齢期就労の 

    変化を年頭に、支給停止の基準額を現行の「４７万円」から「５１万円」に 

    引き上げることを検討する。 

    ※「５１万円」＝現役男子被保険者の平均月収（４３．９万円）と、 

            ６５歳以上の在職受給者全体の平均年金額（７．１万円） 

   ・６０歳～６４歳の在職老齢年金制度（低在老）について、現行の２８万円 

    から、高在老と同じ金額（「４７万円」か「５１万円」）に引き上げること 

    を検討する。     

   ・諸外国（アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス）では、在職老齢年金制度 

    のような制度は存在しない。 

 

 

 これらの事務局からの説明に続いて、委員からは次のような意見が出されました。 

 

【委員からの意見（主なもの）】 

 

 ・士業への適用拡大については賛成。一方で、他の業種への拡大や企業規模要件の 

  廃止など更なる拡大を進めてほしい。（複数委員） 

  →事務局より、今回は第一歩であり今後更に検討していく旨の回答あり。 

 ・在職老齢年金制度について、基準額の５１万円への引上げは反対するものではな 

  いが、本来的な年金制度の在り方を踏まえて、今後更に踏み込んだ改革を進めて 

  ほしい。（大学教授） 



  ※在職老齢年金制度については、５１万円へ引き上げることへの財政影響への懸 

   念や、就労効果が確認されていない中で引き上げる意義など、賛否様々な意見 

   が見られました。 

 ・低在老については、就労抑制効果が見られるため、引上げには賛成。ただし、 

  対象者が少なくなっていくので、やるのであれば早急に実施いただきたい。 

  （コンサルタント） 
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